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日本英語英文学会会則 

改定 2020 年度会則第 1 号（2021 年 1 月 31 日） 

改正 2020 年度会則第 2 号（2021 年 3 月 6 日） 

改正 2021 年度会則第 1 号（2022 年 3 月 5 日） 

改正 2022 年度会則第 1 号（2023 年 3 月 4 日） 

改正 2023 年度会則第 1 号（2024 年 3 月 2 日） 

改正 2024 年度会則第 1 号（2025 年 3 月 1 日） 

改正 2024 年度会則第 2 号（2025 年 3 月 1 日） 

改正 2025 年度会則第 1 号（2026 年 3 月 7 日） 

改正 2025 年度会則第 3 号（2026 年 3 月 7 日） 

 

（名称） 

第１条 本会は、「日本英語英文学会」と称する。 

  ２ 英語名称は、The Japan Association of English Linguistics and Literature とする。 

  ３ 略称は、JAELL とする。 

（設立） 

第２条 本会は、1990 年 4 月 1 日に「八王子英文学研究会」として設立され、2001 年 4 月 1 日を以て

学会に改組したものである。 

（所在地） 

第３条 本会の所在地は、事務局とし、青森県弘前市文教町一番地 弘前大学教育学部 齋藤章吾研究

室内に設置する。 

  ２ 会務を分掌する支局を総会の議決を以て設けることができる。 

第４条 本会の会計事務を分掌する事務局会計支局を常設する。 

  ２ 事務局会計支局は、会計局長の自宅に設置する。 

  ３ 会計事務に係る本会所在地は、事務局会計支局とすることができる。 

（目的） 

第５条 本会は、英語学、英語教育学、英米文学及び英語圏の言語・コミュニケーション・文学・文化

の研究を行い、併せてその成果の発表を通じ、内外の学会との交流を図ることを目的とする。 

（事業） 

第６条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

   一 年次大会及び年次総会 

   二 機関誌の発行 

   三 その他必要と認められる事業 

（会員） 

第７条 本会の会員は、通常会員、学生会員及び賛助会員からなる。 

  ２ 通常会員及び学生会員は個人とし、賛助会員は組織を原則とする。 

  ３ 学生会員の要件は、細則で定める。 

第８条 会員は、「会費納入規程」に基づき、会費を納入する。 

  ２ 会費を納入した会員は、第 5 条の趣旨に賛同しているものと見做される。 
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第９条 特段の理由なく 2 年以上に亘り会費の納入が確認できない会員は、退会の扱いとする。 

  ２ その他、入会、退会、休会、復会については、細則で定める。 

（役員及び委員会） 

第１０条 本会は、次の役員を置く。 

   一 会長 1 名 

   二 副会長 1 名 

   三 事務局長 1 名 

   四 会計局長 1 名 

   五 理事 若干名 

   六 評議員 若干名 

   七 監事 2 名 

  ２ 本会は、次の表の左欄に掲げる委員会を設置し、その下に同表の右欄に掲げる役員を置く。 

編集委員会 編集委員長 1 名 

編集副委員長 若干名 

編集委員 若干名 

大会運営委員会 大会運営委員長 1 名 

大会運営副委員長 若干名 

大会運営委員 若干名 

広報委員会 広報委員長 1 名 

広報委員 若干名 

  ３ 役員は、会員の中から総会での承認を得て選出されるものとし、就任時に満 69 歳以下でなけ

ればならない。 

  ４ 評議員又は理事でない者が事務局長又は会計局長に就任する場合、同時に評議員又は理事に就

く。 

第１１条 前条に定める各役員の任期は、1 期 2 年とし、再任を妨げない。但し、「会長」「副会長」「事

務局長」「会計局長」「編集委員長」及び「大会運営委員長」については、引き続き 2 期 4 年を超

えないことを原則とする。 

（各役員の役割） 

第１２条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 

第１３条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合、その職務を代行する。 

第１４条 事務局長は、会長の委嘱により、事務局を統括して本会の事務を行う。 

第１４条の２ 会計局長は、会長の委嘱により、会計局を統括する。 

  ２ 会計局は、事務局会計支局に於いて、本会の会計事務を行う。 

第１５条 理事は、評議員及び理事の議決を以て会長が委嘱し、会務を監督する。 

  ２ 特に非改選を認められた理事について、任期のない常任理事として委嘱することができる。 

第１６条 評議員は、会長の統括の下に、会務を執行する。 

第１７条 監事は、財政ならびに会務執行の状況を監査する。 

（各委員会の役割） 

第１８条 編集委員会は、会長の委嘱により機関誌の編集・出版を行い、同誌に係る重要事項を審査し、

決定する。 
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  ２ 編集委員会の職務は、編集委員長が統轄し、編集副委員長がこれを補佐する。 

第１９条 大会運営委員会は、会長の委嘱により大会を運営し、大会に係る重要事項を審査し、決定す

る。 

  ２ 大会運営委員会の職務は、大会運営委員長が統轄し、大会運営副委員長がこれを補佐する。 

第２０条 広報委員会は、会長の委嘱により本会の広報活動を行う。 

  ２ 広報委員会の職務は、広報委員長が統轄する。 

  ３ 広報委員の内より次の業務を特に担当する者を選び、その任にあたらせる。 

   一 ウェブサイトの管理 

   二 Ｊ-STAGE への論文アップロード及びそれに関する事務 

（名誉役員） 

第２１条 本会は、顧問及び名誉顧問を置くことができる。 

  ２ 顧問及び名誉顧問は、本会に功労のあった通常会員又は賛助会員組織の長に、会長が委嘱する。 

  ３ 顧問又は名誉顧問を委嘱するにあたっては、理事会の承認を得る。 

  ４ 名誉顧問は、非改選とする。 

第２２条 本会は、編集委員会に編集顧問を置くことができる。 

  ２ 編集顧問は、本会の編集・出版活動に功労のあった通常会員又は賛助会員組織の長に、会長が

委嘱する。 

  ３ 編集顧問を委嘱するにあたっては、編集委員会の承認を得る。 

第２３条 本会は、大会運営委員会に大会運営顧問を置くことができる。 

  ２ 大会運営顧問は、本会の大会運営に功労のあった通常会員又は賛助会員組織の長に、会長が委

嘱する。 

  ３ 大会運営顧問を委嘱するにあたっては、大会運営委員会の承認を得る。 

第２３条の２ 前 3 条に規定する名誉役員は、就任時に満 69 歳以下でなければならない。但し、名誉

顧問はこの限りではない。 

（事務局員） 

第２４条 本会は、事務局の業務を担当する者として、第 10 条第 1 項第 3 号に定める事務局長の他に、

若干名の事務局員を置くことができる。但し、事務局員は役員ではない。 

（会計局員） 

第２５条 本会は、会計局の業務を担当する者として、第 10 条第 1 項第 4 号に定める会計局長の他に、

若干名の会計局員を置くことができる。但し、会計局員は役員ではない。 

（会計期間及び一般年度） 

第２６条 本会の会計期間は、1 月 1 日より 12 月 31 日までの暦年とし、「年度」の呼称を用いない。 

  ２ 会計を除く事項に於ける一般年度は、4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。 

（支部） 

第２７条 本会には、次の支部を設ける。 

   一 東海支部 

   二 関東支部 

   三 北海道支部 

  ２ 各支部の運営については、それぞれ各支部に於いて定める。 

  ３ 支部の設置は、総会に於いて承認を得なければならない。 
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  ４ 支部の休止及び廃止は、各支部に於ける決定による。休止又は廃止を決定した場合には、直近

の総会に報告しなければならない。 

（改正） 

第２８条 この会則の改正は、評議員及び理事の議決による。 

  ２ 前項の議決の後、直近の総会に於いて承認を得なければならない。 

 

附 則 

  １ この会則は、2021 年 4 月 1 日から施行する。 

  ２ 従前の「日本英語英文学会会則」（2007 年 3 月 10 日全部改正）、「事務局謝礼に関する内規」

(2016 年 9 月 10 日制定）及び「各規程・内規の運用等に関する申し合わせ事項」（2014 年 3 月 3

日決定）は廃止する。 

  ３ この会則の施行の際、現に役員に就任していた者の任期は、なお従前の例による。 

 

附 則（2020 年度会則第 2 号） 

    改正された会則は、2021 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則（2021 年度会則第 1 号） 

    この改正は、2022 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則（2022 年度会則第 1 号） 

    この改正は、2023 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則（2023 年度会則第 1 号） 

  １ この改正は、2024 年 4 月 1 日から施行する。 

  ２ 改正された第 26 条第 1 項の規定にかかわらず、「2024 年度」の会計期間を 2024 年 4 月 1 日よ

り同年 12 月 31 日までとし、続く 2025 年 1 月 1 日より暦年「2025 年」の会計期間を開始する。 

 

附 則（2024 年度会則第 1 号） 

    この改正は、2025 年 3 月 1 日から施行する。 

 

附 則（2024 年度会則第 2 号） 

    この改正は、2025 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則（2025 年度会則第 1 号） 

  １ この会則は、2026 年 3 月 8 日から施行する。 

  ２ この会則の施行の際、現に役員又は名誉役員に就任していた者については、改正された各条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（2025 年度会則第 3 号） 

    この改正は、2026 年 4 月 1 日から施行する。                     ■ 


